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認定証を所持しない介護職員によるたん吸引等の医行為

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養への投薬

認定証に記載のない医行為

食道ろうによる経管栄養

人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引
（但し、3号研修修了による認定証所持者は可）

平成17年7月26日医政発第072005号により介護職員に認められた行為

介護職員に認められない行為

（医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について）

皮膚への軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、
一包化された内服薬の内服、座薬挿入、点鼻薬の噴射

体温計による検温

自動血圧測定器による測定

パルスオキシメーターの装着

市販の浣腸器による浣腸

耳垢除去

自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持

ストマ装具のパウチ内排泄物を捨てること

口腔ケア　　※吸引機能付き歯ブラシは不可

爪切り

軽微な傷等の処置


















